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処理状況に応

じ適宜見直し

（１）災害廃棄物処理対策の位置づけと進め方について

市町村地域防災計画市町村一般廃棄物処理計画

被災時に災害廃棄物の発生量・処理期間・処理方法等を定め具体的な処理を行うもの

災害廃棄物対策指針（環境省）H26.3策定（H30.3改定）

・災害廃棄物対策に関する基本的な考え方と対策を実施する際に参考となる必要
事項をとりまとめたもの

・市町村等に対する技術的な支援内容、災害廃棄物処理に関する事務の一部を実施
する場合における廃棄物の処理体制、民間事業者等との連携・協力のあり方等に
ついて示したもの

・災害廃棄物の仮置場の設置及び運用方針、生活ごみや避難所ごみ、仮設トイレの
し尿等を含めた処理体制、周辺自治体との連携・協力事項や受援体制等について
示したもの

市町村災害廃棄物処理実行計画

災害対策基本法
S37.7施行

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
S46.9施行

宮崎県地域防災計画宮崎県廃棄物処理計画

市町村災害廃棄物処理計画

宮崎県災害廃棄物処理計画

H28.3策定（R3.3改定）

H29.9までに県内全市町村が策定済

被災時に策定
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１ 災害廃棄物処理対策について 循環社会推進課



【災害廃棄物の処理主体】

一般廃棄物に区分される災害廃棄物の処理責任は被災市町村にあり、災害

廃棄物の発生量やその処理能力の有無等によって、民間事業者との連携や支

援市町村等からの協力を得て処理を進める必要がある。

さらに、大量の災害廃棄物が発生する大規模災害時には、事務委託による

県処理や国による処理代行など、県や国が処理主体として重層的な対応を行

うこととなる。 

支援市町村における広域処理

事務委託による県処理

他都道府県における広域処理

国による処理代行

民間事業者との連携

被災
市町村
の処理

災害廃棄物の発生量
小

大

１ 災害廃棄物処理対策について 循環社会推進課
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（２）令和６年能登半島地震に伴う災害廃棄物の処理について

① 石川県の被災状況（R6.2.6推計値）

【災害廃棄物】244万ｔ

（石川県の年間ごみ排出量の約7年分）

うち奥能登地域※のみ：151万ｔ

（奥能登地域の年間ごみ排出量の約59年分）

※珠洲市、輪島市、能登町、穴水町

【住宅被害】約75,000棟

⇒ うち約22,000棟の解体想定

（公費解体件数）

244万ｔの種類別割合

【被災施設の復旧状況（R6.7.1時点）】

・し尿処理施設（7施設被災）⇒  5施設が復旧

2施設が仮復旧

・焼却施設（5施設被災） ⇒  全施設が復旧

・最終処分場（7施設被災） ⇒  6施設が稼働停止中

（構内道路･法面崩落、浸出水処理設備損傷）

１ 災害廃棄物処理対策について 循環社会推進課
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※県の役割 ⇒ ･被災市町が行う災害廃棄物の処理に対する技術的支援

･国や他県等との広域的な連携調整

･市町への人的支援や事務支援等の調整

･災害廃棄物処理全体の進捗管理

② 石川県災害廃棄物処理実行計画（R6.2.29策定）

災害廃棄物の処理量を244万ｔとして

石川県が公表した計画

【基本方針】

・処理主体

市町

・処理目標

令和7年度末の処理完了

・処理方法

災害廃棄物の処理は可能な限り

分別、選別、再生利用等を行い、

最終処分量の低減に努める。

※固形燃料

１ 災害廃棄物処理対策について 循環社会推進課

環境森林部 6



③ 石川県の災害廃棄物の処理イメージ

【ポイント】

仮置場の適切な運営（分別の

徹底）が処理期間の短縮やコ

ストの削減につながる。

※環境省は、仮置場と分別の重要性か

ら、地震発生直後（令和6年1月1日）

に、関係道府県に対して、仮置場の確

保と災害廃棄物の分別の徹底に関する

周知文書を発出している。

④ 被災地への国等による人的支援･技術支援（災害廃棄物関連）

【人的支援】環境省（各地方環境事務所）から各都道府県への支援要請により、

全国の自治体から職員の派遣を実施

【技術支援】

・「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」に登録された自治体職員の派遣

・「D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）」所属の専門家の派遣

１ 災害廃棄物処理対策について 循環社会推進課
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（３）災害廃棄物処理対策の本県の課題と取組について

① 能登半島地震に伴う災害廃棄物の処理対応から見えた本県の課題

・災害廃棄物の撤去･分別に関する住民への周知

・仮置場の早期開設

・仮置場周辺の渋滞防止対策

・片付けごみと生活ごみの並行処理

・県域を越えた広域処理体制の構築

・

再認識した課題

県内における災害廃棄物処理業務に精通した職員の育成

・インフラ、ライフラインの復旧の遅れが労働力 ・インフラ、ライフラインが長期にわたって寸断

不足に直結していることで解体･撤去作業が進ま された場合の廃棄物の保管及び処理方法

ず、その結果、災害廃棄物の処理も進まない。

・被災した最終処分場の復旧は１施設のみで、 ・被災した廃棄物処理施設の復旧が困難となった

６施設が稼働停止状態のまま。 場合の廃棄物の保管及び処理方法

・仮置場への災害廃棄物の持込みペースが遅く、 ・仮置場への搬入が困難な住民（高齢者、遠方に

開設期間の延長を繰り返している。 避難している世帯等）の片付けごみの対応

新たに認識した課題能登半島地震で生じている問題

１ 災害廃棄物処理対策について 循環社会推進課
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② 本県の取組

延岡・西臼杵

宮崎・東諸

日南・串間

都城・北諸

西諸

西都・児湯

日向・東臼杵

職
員
の
対
応
力
強
化

連携体制の強化

ネットワーク会議の開催

市町村災害廃棄物処理計画の見直し
行動マニュアルの策定

市町村計画の改定支援
災害廃棄物支援
コーディネーターの配置

講習会の開催

図上演習の開催

ブ
ロ
ッ
ク
間
の
連
携
強
化

県内 ７ ブロック

仮置場の選定支援

・市町村の体制強化
・市町村間の連携強化
・関係機関間の調整役

【県内の体制強化】災害廃棄物対応力･連携強化事業（R5～7年度）

１ 災害廃棄物処理対策について 循環社会推進課
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② 本県の取組

【県内の体制強化】今年度の新たな取組

林業関係団体と災害時における廃棄物の処理等の協力に関する協定を締結予定

・災害発生現場での災害廃棄物の撤去及び運搬にかかる応急措置

・仮置場等での災害廃棄物の分別にかかる応急措置

【林業関係団体との協定締結】

災害廃棄物の撤去や分別

関係団体

市町村

県

① ③

②

⑤

④

⑦

⑥

会員 組合員

①：被災市町村から県に支援要請

②：県から関係団体に協力要請

③：会員･組合員に協力可否を確認

④：協力可能な会員･組合員の回答

⑤：関係団体から県に協力可能な会員･組合員

の情報を報告

⑥：県から被災市町村に協力可能な会員･組合員

の情報を提供

⑦：協力内容について直接調整（契約）

・宮崎県森林組合連合会
・宮崎県造林素材生産事業協同組合
・宮崎県森林土木協会

全国初

１ 災害廃棄物処理対策について 循環社会推進課
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被災県

環境省（本省）

支援県（幹事）

有識者、支援団体等

九州地方環境事務所（大規模災害廃棄物対策九州ブロック協議会）

支援県Ａ

被災市町村 支援市町村

支援市町村

九州各県

支援県Ｂ

支援市町村

D.Waste-Net
（災害廃棄物処理支援ネットワーク）

※支援県（幹事）とは、各県が被災県となった場合に支援に向けた連絡調整役を担う県であり、
本県は、熊本県と互いに被災県、支援県（幹事）の関係に設定されている。

② 本県の取組

【県域を越えた広域連携体制】

１ 災害廃棄物処理対策について 循環社会推進課
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（１）現状と課題

(表－１) 近年の山地災害の発生状況

(表ー2) 近年の林道災害の発生状況

R5 竹屋敷(高原町)

R5 山瀬(美郷町)
R4 黒原・煤市線(高千穂町) R4 鳥の巣線（美郷町）

R4 小原(椎葉村)

（単位：箇所、百万円） 箇所数 被害額

発生年度 H17 R1 R2 R3 R4 R5 7月　梅雨前線 8 145

箇所数 300 20 58 19 106 44 R05内訳 8月　台風6号 31 2,369

被害額 26,091 1,455 2,306 1,514 6,668 2,614 10月　豪雨 5 100

（単位：箇所、百万円） 箇所数 被害額

発生年度 H17 R1 R2 R3 R4 R5 6月.7月　梅雨前線 25 136

箇所数 649 79 89 47 454 140 R05内訳 8月　台風6号 114 1,872

被害額 5,739 826 1,583 899 5,602 2,067 10月　豪雨 1 59

○ 本県は地形が急峻で地質も脆弱であることから、台風や集中豪雨等により山地災害や林道災害が多発している。
○ 令和５年度末現在、県内には山地災害危険地区が５，４４２箇所あり、計画的に着手する必要がある。
○ 森林の有する公益的機能を発揮するには、伐採後の再造林や除間伐などにより森林を健全な状態に保つことが重要である。

２ 環境森林部における安全・安心な森林づくりの推進 自然環境課・森林経営課
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①治山対策の推進

荒廃した森林や災害の恐れのあ
る森林において治山施設の設置
や森林整備を実施し、安全・安
心な森林づくりを推進している。

②森林整備等の推進

本県の林内路網密度は高く適
切な森林管理を下支えしてい
る。また、幹線となる林道に
ついては、災害時の緊急道路
としても機能するよう整備に
取り組んでいる。

スギ素材生産量32年連続日本
一の本県では、人工林の伐採後
の再造林と適切な保育作業を推
進し、健全な森林づくりに取り
組むとともに、環境に配慮した
伐採・搬出を行う素材生産事業
体等への指導を強化している。

○被害箇所の早期復旧

○渓流等に堆積した流木や渓流沿いの危険木の除去

○保安林の整備

○未着手の山地災害危険地区における計画的な

事業の実施

○防災意識の高揚や山地災害危険地区の周知

（２）主な施策

13

③林道整備の推進 ○適切な森林管理の推進

○環境に配慮した伐採・搬出の指導強化

○森林管理や暮らしを支える林道の整備

具 体 的 な 施 策

２ 環境森林部における安全・安心な森林づくりの推進 自然環境課・森林経営課
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渓流内の不安定土砂
の流下防止や崩壊地
の拡大防止

スリットダムによる
流木等の捕捉

山腹工

緑化工や土留工による
山腹斜面の安定

保安林の改良

地すべり防止工

治山ダム工

保育作業等による公益的
機能の維持向上

海岸の飛砂・風害・
潮害の防備、津波に
対する被害の軽減

集水井などの抑制工
とアンカー工などの
抑止工による、地す
べり地の安定

※ 林野庁資料

(2)-① 治山事業による安全・安心な森林づくり（全体イメージ）

14

海岸防災林の整備

２ 環境森林部における安全・安心な森林づくりの推進 自然環境課・森林経営課
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復旧治山事業

特殊土壌地帯における風倒木や流木を
原因とする山地災害を未然に防止する。

予防治山事業 林地荒廃防止事業

保安林整備事業 荒廃渓流流木等対策事業

山腹工（法枠工）落石防止工

山地災害危険地区等において、災
害を未然に防止する。

本数調整伐

保安林機能の低下した森林において、除
間伐等の保育を行い、機能向上を図る。

台風等により発生した渓流沿いの流
木や倒木等の危険木の除去を行う。

自然現象等によって発生した崩壊地
等の復旧整備を行う。

実施前

治山ダム工

令和５年度 山地治山事業実績（見込み）

全体箇所数 ４４箇所

 (内訳)

復旧治山 １０箇所、緊急総合治山 ３箇所、

予防治山 ６箇所、緊急予防治山 １箇所、

林地荒廃防止 1３箇所、

緊急機能強化・老朽化対策 ６箇所、

地すべり防止 ３箇所、

防災林造成 ２箇所、

  ※山地災害危険地区が採択要件に付されている事業

15

(2)-① 治山事業による安全・安心な森林づくり（事業例：ハード整備）

２ 環境森林部における安全・安心な森林づくりの推進 自然環境課・森林経営課
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(2)-① 治山事業による安全・安心な森林づくり（ソフト対策）

山地に起因する山腹の崩壊、地すべり、崩壊土砂の流出により、

① 地形、地質特性等からみてその発生危険度が一定の基準以上のもの

② 学校、病院、道路等の施設や人家等に直接被害を与えるおそれのある地区を都道府県等が調査把握したもの

山地災害危険地区

山腹崩壊危険地区 地すべり危険地区 崩壊土砂流出危険地区

山くずれが起こりやすいところ 地すべりが起こりやすいところ 土石流が起こりやすいところ

周知等

・現地への表示板の設置

・県HP等への掲載

・山地災害防止キャンペーンによる広報活動

表示板設置での周知ひなたGISへ掲載

活用方法

・治山事業実施箇所の選定や優先度の判断のための要素

・市町村における警戒避難体制の整備のための基礎情報

防災会議危険地区調査
16

２ 環境森林部における安全・安心な森林づくりの推進 自然環境課・森林経営課
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17

造林後の間伐を適切に実施

未植栽地における造
林等を実施

間伐による効果

(2)-②③ 適切な森林管理（全体イメージ）

▸ 森林の水源涵養機能
かん

（水資源貯留機能の比較）

森林経営を支え、災害時には迂回路となる林道整備を実施

２ 環境森林部における安全・安心な森林づくりの推進 自然環境課・森林経営課
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森林環境保全直接支援事業
（公共事業）

森林の有する国土の保全、水源の涵養等の多面的機能
を高度に発揮するため、植栽、下刈り、除間伐等の森林
整備を支援

水を貯え、災害に強い森林づくり事業
（県単上乗せ補助）

間 伐

令和５年度実績

• 植 栽：1,947ha

• 下刈り：9,531ha

• 除間伐：1,208ha

公益上重要な森林を対象に、伐採後の速やかな再造林
や広葉樹造林を進め、県土の保全等の多面的機能を発揮
する森林づくりを推進

再造林 速やかな再造林 広葉樹の植栽

令和５年度実績

• 速やかな再造林：1,022ha

• 広葉樹の植栽 ：26ha

(2)-② 森林整備事業

２ 環境森林部における安全・安心な森林づくりの推進 自然環境課・森林経営課
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(２)ｰ② 環境に配慮した伐採・搬出の指導強化

研 修 会

伐採に起因する山地災害を未然に防止するた
め、伐採事業者が注意すべき項目を整理したガ
イドラインを作成し、県庁ホームページや各種
研修会等で周知している。

（伐採作業）
○必要に応じて保残帯を設ける
○枝条・残材等は適切に処理する

（搬出路開設）
○急傾斜地を避ける
○切土・盛土の量を抑える
○谷川から距離を置く
○こまめな排水、埋め戻しを行う

【伐採パトロール】
市町村等と連携して、伐採現場パトロールを

実施し、ガイドラインに基づいた現場指導を行
っている。

伐採パトロール

【伐採跡地調査】
梅雨時期前等に、支庁・各農林振興局が市町村や土木事務所等と

連携して伐採跡地を調査し、土砂流出等が懸念されるような箇所に
ついては、伐採事業者に対策を指導している。

指導箇所については、市町村と連携して、その後の状況を監視し
ている。

（指導例）
○水路への誘導のための土嚢の設置
○集材路の埋め戻し
○林地残材の下流側への木杭等の設置

伐採跡地調査

年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5

実施回数
（回）

114 111 118 126 120 116

伐採、搬出及び再造林ガイドラインの作成・周知 伐採パトロール、伐採跡地調査の実施

２ 環境森林部における安全・安心な森林づくりの推進 自然環境課・森林経営課

19環境森林部



森林環境保全整備事業

地方創生道整備推進交付金事業

農山漁村地域整備交付金事業

森林の有する多面的機能の発揮や、持続的な林業経
営の実現に向けて、森林施業や木材等の輸送を効果
的に実施するとともに、災害時には迂回路となる路
網整備を推進

開設 改良 舗装

令和5年度実績(見込み)
・路線数 31路線
・延長 3,894ｍ

令和5年度実績(見込み)
・路線数 18路線
・箇所数 18箇所

令和5年度実績(見込み)
・路線数 9路線
・延長 5,990ｍ

(2)-③ 林道整備事業

２ 環境森林部における安全・安心な森林づくりの推進 自然環境課・森林経営課
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